
富田林市教育委員会規則第   号 

 

富田林市立旧田中家住宅条例施行規則の一部を改正する規則 

 

 富田林市立旧田中家住宅条例施行規則（平成２４年富田林市教育委員会規則第

１０号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条第１項第２号中「１２月２８日」を「１２月２９日」に、「１月６日」を

「１月３日」に改める。 

 第６条第１項第２号中「小学校又は中学校が学校の行事」を「保育園、幼稚園、

小学校、中学校又は高等学校が学校行事」に改め、同項中第３号を削り、第４号

を第３号とする。 

 

附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

議案第３７号 



富田林市立旧田中家住宅条例施行規則（平成２４年富田林市教育委員会規則第１０号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（休館日） （休館日） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

（１） （略） （１） （略） 

（２） １２月２８日から翌年の１月６日まで （２） １２月２９日から翌年の１月３日まで 

（使用料の免除） （使用料の免除） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 市内の小学校又は中学校が学校の行事           

 として使用するとき。 

（２） 市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校が学校行

事として使用するとき。 

（３） 市内の幼稚園又は保育園が園の行事として使用するとき。  

（４） （略）  （３） （略） 

２・３  （略） ２・３  （略） 
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